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浄化センター敷地の一時使用に係る使用許可条件
1． 使用場所
(1) 使用許可を受けた区画の範囲内のみを使用すること。
(2) 資機材等（土砂等を含む）について、アスファルト部分にはブルーシート等を敷いて保管すること。また、必要に応じて飛散防止の対策を講じること。
(3) 一般車両を駐車しないこと。また、重機は資機材等の積み下ろしに必要なもののみとする。
2． 入退場及び作業時間
(1) 開庁日の８時30分から17時00分までとする（門は８時30分に開錠、17時に施錠）。
ただし、工事監督員等が事前に水再生課職員の承諾を得ている場合は、当該監督員の管理の下で上記以外の時間帯での使用ができるものとする。
(2) 下町浄化センターへの入退場は、北側（横須賀市魚市場側）の門のみとし、よこすか海岸通りで車両の駐車及び入場待ちを行わないこと。
(3) 西浄化センターへの入場者は、車両前方に通行許可証を提示すること。
3． 場内通行等
(1) 場内では徐行（時速10km以下）で走行すること。（厳守）
(2) 安全運転を心掛け、搬出入する車両等から落下物のないよう留意すること。
(3) 置場エリア外に進入しないこと。
4． 使用終了時
(1) 使用終了する際は、使用許可期間内に区画内の清掃・整地を行った後、工事発注課に原状回復届（区画全体（ロープ装着）及び区画杭等の状態が分かる写真添付）を提示し、立会確認を受けること。
(2) 立会確認の結果、清掃・修復等の指示を受けた場合は、使用許可期間内若しくは指示を受けた日から3日以内に原状に回復し、再度確認を受けること。
(3) 確認を受けた後は、工事発注課職員の署名をした原状回復届を用地管理課に提出すること。
5． 毀損・汚損等
当局の施設(区画杭及びロープ等を含む)及び敷地(使用区画までの経路を含む)を毀損または汚損した場合、速やかに工事発注課及び水再生課へ報告し、担当職員の指示に従い原状に回復し、立会確認を受けること。
6． 使用期間延長
使用期間の延長工事請負契約の工期延期等に伴って使用許可期間を延長する場合は、工事監督員と調整を行い、使用許可期限月の15日（使用許可期限日が期限月の15日以前のときは期限日の２週間前）までに使用許可申請書を提出すること。
7． その他
(1) 場内は禁煙とする。
(2) 敷地使用で生じたゴミ等は持ち帰り処分すること。
(3) 整理整頓を心掛け、綺麗に使用すること。
(4) 資機材以外（建築確認が必要な建物等）の設置は認めない。
(5) 使用許可条件を順守しない場合は、許可を取消すことがあり、今後の使用許可申請についても不許可とすることがある。
(6) 区画杭の取り外しは原則として認めない。
(7) ロープの取り外しは認める。ただし、取り外したロープは他のロープ設置箇所に二重設置するなど、地面に置いて損傷することのないよう留意すること。
(8) 上記条件に定めのない事項または、この許可条件の各事項に関する疑義が生じた場合は、各関係者と協議のうえ当局が決定する。



